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第２５８回運営委員会概要 令和 6 (2024)年 4 月 17 日（水）18：30～19：20 

◆会場：柏崎原子力広報センター ２F 研修室 

 

◆出席委員：三宮会長、三井田達毅副会長、岡田委員、小田委員、品田委員、須田委員、 

竹内委員                      出席委員：7 名 

                              

◆オブザーバー： 原子力規制庁（伊藤所長） 

         資源エネルギー庁（関所長） 

         新潟県（飯吉原子力安全調整官） 

         柏崎市（西澤課長代理） 

         刈羽村（三宮主任）  

         東京電力 HD(株)（櫻井副所長、鳥飼ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｰｼﾞｬｰ、原田課長代理） 

                            

◆事務局：（公財）柏崎原子力広報センター／堀業務執行理事、近藤事務局長、 

石黒主査、松岡主事 

 

１ 次回以降の定例会の内容について（５月、６月、７月） 

5 月：第２５１回定例会（第 2 水曜）5 月８日(水) 

4 月 17 日(水) 運営委員会 

 

6 月：第２５２回定例会（第 1 水曜）6 月 5 日(水) 

5 月 15 日(水) 運営委員会 

 

7 月：第２５３回定例会（第 1 水曜）7 月 3 日(水) 

6 月 19 日(水) 運営委員会 
 

 

◆  5 月定例会（第２５１回、5 月 8 日） 

議題：  フリートーク（１年を振り返って）   
※ 発言は１人３分以内で案内することを確認した。 

 

◆  6 月定例会（第２５２回、6 月 5 日） 

議題：  未定      
※ 新規制基準に関する説明を、オブザーバーが協議して実施する方向で検討し、５月

15 日の運営委員会で報告することを確認した。 

 

◆  7 月定例会（第２５３回、7 月 3 日） 

議題：  未定      

 

 

 

２ 委員からの質問・意見 

なし 

 

 

 

３ 地域の会情報誌【視点】の内容確認  

第１２６号（6 月 5 日）の原稿の内容を確認した。 
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４ 協議・確認事項 

① 地域の会県外視察 候補先及び日程について 

・日程は、９月１日（日）・２日（月）の一泊二日とすることを確認した。 

・視察先の候補は、東北電力女川原子力発電所と東京電力福島第一原子力発電所（茨

城県東海村を含める可能性を残し）とし、協議の結果、東北電力女川原子力発電所

とすることを確認した。 

  

② 第１１期要望書 タイムスケジュールについて 

 ・別紙スケジュール（案）のとおり進めることを確認した。 

 

③ 地域の会懇親会について 

 ・6 月に開催することとし、後日、委員とオブザーバーに案内することを確認した。 

 

④ その他 
 

なし 

 

 

 

５ 事務局から  

次回の運営委員会の議長は、岡田委員（都合がつかない場合は会長が代行） 

品田委員→須田委員→竹内委員→三井田副会長→岡田委員→小田委員の順 

 



別紙 令和６(2024)年４月17日

地域の会事務局

地域の会第11期要望書策定スケジュール（案）

国等関係機関への要望書（第11期）

№ 事務作業 期日 第10期（参考） 備考

1
とりまとめスケジュール案を運営委員会に提案

・委員全員から要望案を募集
R6(2024).4.17 R4(2022).12.27 ・第10期は運営委員のみ

2 募集案内を運営委員会に提案 R6(2024).10.16 R4(2022).12.27

3 11月定例会（情報共有会議）で募集を周知 R6(2024).11.8

4 募集案内を委員全員に送付 R6(2024).11.12 ・第10期は運営委員のみ

5 委員の要望案提出期限 R6(2024).12.28 R5(2023).1.25

6 要望書（案）を運営委員会に提案 R7(2025).2.19 R5(2023).2.15

7 要望書（案）に対する委員の意見集約 R7(2025).2.28 R5(2023).2.28 ・第10期は運営委員のみ

8 3月定例会で経過報告 R7(2025).3.5 R5(2023).3.1

9 要望書（案）を正副会⾧と事務局で調整 R7(2025).3.12 R5(2023).3.8

10 要望書（案）を運営委員会で決定 R7(2025).3.19 R5(2023).3.15

11 4月定例会でオブザーバーに要望書を提出 R7(2025).4.9 R5(2023).4.12

12 要望書に対するオブザーバーからの回答期限 R7(2025).5.31 R5(2023).5.31


